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入 札 説 明 書 

 

入札公告に基づく総合評価落札方式一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、こ

の入札説明書によるものとします。 

入札に参加する者は、下記の事項を熟知の上、入札しなければなりません。 

 

１  競争入札に参加する者に必要な資格 

入札公告第２に定めるもののほか、次に掲げる条件を全て満たした者のみが、この業務の入札

に参加することができます。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でない

こと。 

（２）入札参加申込書の提出の日から開札の日までの期間において、奈良県建設工事等請負契約

に係る入札参加停止措置要領による入札参加停止措置（以下「入札参加停止」といいま

す。）を受けていないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号。以下「新法」といいます。）第１７条の規定に

よる更生手続開始の申立て（新法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる

更生事件（以下「旧更生事件」といいます。）に係る新法による改正前の会社更生法（昭和

２７年法律第１７２号。以下「旧法」といいます。）第３０条の規定による更生手続開始の

申立てを含みます。）をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、

新法に基づく更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含

みます。）を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなさ

れなかった者とみなします。 

（４）平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条の規定

による廃止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始の

申立てをしていない者であること。 

（５）平成１２年４月１日以降に民事再生法第２１条の規定による再生手続開始の申立てをして

いない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の

決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立て

をしなかった者又は申立てがなされなかった者とみなします。 

 

２ 入札参加申込書の作成・提出について 

 （１）作成及び提出に係る費用については申請者負担とします。 

  （２）入札参加申込書は様式Ｓ０により作成してください。 

（３）入札参加申込書については、持参又は郵送により１５に定める場所へ提出してください。 

 

３ 技術提案書に関する事項 

 （１）評価基準及び技術点の配点は別紙－１に記載のとおりとします。 

 （２）技術提案書（事後）について、業務名・業務番号が適正でない場合、会社名が記載されて

いない場合、押印がない場合、提出期限までに提出されない場合、提出を求める様式につい

て一部でも漏れ落ちがある場合、配置予定技術者の氏名が記載されていない場合は失格とす

る。 

 

４ 技術提案書（自己申告評価点）の作成及び記載上の留意事項 

（１）作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とします。 
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（２）技術提案書（自己申告評価点）は様式３－１により作成してください。 

（３）その他 

ア 提出された技術提案書（自己申告評価点）は、内容の審査以外に提出者に無断で使用

しません。 

イ 提出された技術提案書（自己申告評価点）は、返却しません。 

ウ 提出された技術提案書（自己申告評価点）の提出期限以降における再提出は認めませ

ん。 

なお、提出期限内であっても、部分的な差し替え及び追加は認めません。また、提出

期限内に再提出があった場合は、最後に到達したもののみを審査の対象とします。 

 

５ 技術提案書（事後）の作成及び記載上の留意事項 

 （１）作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とします。 

 （２）技術提案書等提出書（事後）は様式３－２により作成してください。また、すべての添付

資料のサイズはＡ４以上とすることとし、複数の添付資料で実績を証明する場合は、業務年

度・業務名・路線名・業務場所・業務番号等が確認でき、同一業務の関連資料であることが

確認できるもの（変更がある場合は最終のもの）を提出して下さい。配置予定技術者の実績

については氏名（フルネーム）等が整合できるものを提出して下さい。（文字等の判読困難

である場合又実績が明確に確認できない場合は、評価の対象外とする場合があります。） 

（３）様式３－２の自己申告評価点算出欄に、別紙－１で定める評価基準をもとに自己採点し

た点数を記載してください。担当技術者を複数名配置する場合は、「技術者資格」・「業務

実績①」・「業務実績②」・「表彰実績」・「手持ち業務量」の評価内容ごとに、全ての担

当技術者の評価値を記入してください。技術点合計の算定は、「手持ち業務量」以外の評価

内容については、評価内容ごとに全ての担当技術者のうち最高値のみを採用して加算し、

「手持ち業務量」は、全ての担当技術者の評価値を加算（減算）してください。 

なお、自己申告評価点算出欄の自己申告評価点と入札時に提出した自己申告評価点は、同

一の数値としてください。 

（４）提出された技術提案書等（事後）を確認した結果、様式３－２の自己申告評価点算出欄

に記載の申告点数に誤りがあった場合については、次のように取り扱います。 

ア 点数が過大評価されていた場合は、当該評価項目について適切な点数に修正の上、評価

します。 

イ 点数が過小評価されていた場合は、当該評価項目について記載された点数により評価し

ます。（点数の修正は行いません。） 

ウ 点数が記載されていない場合（点数の記載が明瞭ではなく、点数が確認できない場合を

含む。）は、当該評価項目における最低の点数に修正の上、評価するものとします。 

 （５）配置予定技術者の資格等について、様式４、様式５及び様式６に記載してください。 

なお、様式５については、予定担当技術者を複数名配置（３名まで）する場合、配置予定

人数分を提出してください。 

また、下記イ、ウ及びエにおける業務実績等について、提出のあった各様式に記載の実績

数が提出を求める実績数の制限を超過している場合は、それぞれ技術点が最も低くなる業務

実績等を採用します。 

ア 技術者資格（様式４、様式５及び様式６） 

別紙－１で指定する資格について記載の上、当該資格を有することを証明する書類（資

格証の写し等）を添付してください。 

イ 業務実績①及び業務実績②（様式４及び様式５） 
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管理技術者又は担当技術者として従事した、別紙－１で指定する業務の実績を記載して

ください。 

なお、実績がある場合には一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業

務実績情報システム（以下「テクリス」といいます。）」におけるテクリス完了登録（登

録内容確認書（業務実績））等の写しを添付してください。また、テクリス完了登録（登

録内容確認書（業務実績））等で業務内容が確認できない場合は、業務カルテ、業務計画

書の写し等、実績が明確に確認できる資料を追加で添付してください。 

テクリス完了登録（登録内容確認書（業務実績））等がない場合は、契約書の写し、業

務カルテ受領書（契約登録、変更登録、訂正登録）又は登録内容確認書（契約登録、変更

登録、訂正登録）の写しを添付し、かつ業務内容、配置技術者が確認できる業務計画書の

写し等、実績が明確に確認できる資料を添付してください。また、委託業務等成績評定通

知書の写し等、実績の業務が完了していることが明確に確認できる資料を添付してくださ

い。 

  ウ 表彰実績（様式４及び様式５） 

管理技術者又は担当技術者として従事した、別紙－１で指定する表彰を受けた業務実績

を１件まで記載することができます。 

なお、実績がある場合には、表彰状の写し及び当該表彰を受けた業務に従事していたこ

とが確認できる資料（テクリス完了登録（登録内容確認書（業務実績））の写し等））を

添付してください。 

  エ 技術者成績評定（様式４） 

管理技術者として従事した、別紙－１で指定する業務の委託業務等成績評定点（以下

「成績評定点」といいます。）について、１件まで記載することができます。 

なお、実績がある場合には、テクリス完了登録（登録内容確認書（業務実績））等の写

し及び「委託業務等成績評定通知書」の写しを添付してください。また、テクリス完了登

録（登録内容確認書（業務実績））等で業務内容が確認できない場合は、業務カルテ、業

務計画書の写し等、実績が明確に確認できる資料を追加で添付してください。 

テクリス完了登録（登録内容確認書（業務実績））等がない場合は、契約書の写し、業

務カルテ受領書（契約登録、変更登録、訂正登録）又は登録内容確認書（契約登録、変更

登録、訂正登録）の写しを添付し、かつ業務内容、配置技術者が確認できる業務計画書の

写し等、実績が明確に確認できる資料を添付してください。 

  オ 手持ち業務量（様式４及び様式５） 

本業務の公告日の時点において従事している業務（照査技術者として従事するものを除

きます。）のうち、契約金額が５００万円（税込み）以上の業務（テクリス登録されてい

ない業務も対象となります。）について記載してください。 

また、記載した業務についての契約金額、契約件数及び従事していることを確認できる

資料（テクリス契約（変更）登録（登録内容確認書（業務実績））の写し等）を添付して

ください。 

（６）企業成績評定について、別紙－１で指定する完成、引渡が完了した業務（管理技術者を配

置した業務であること。）の成績評定点及びその平均点を、様式７に記載してください。 

 また、各実績には「委託業務等成績評定通知書」の写しを添付してください。 

なお、「単純調査等業務」（様式７の注意書き参照）等は評価の対象外としますが、委託

業務等成績評定通知書については全て同一の様式であることから、通知を受けた者が単純調

査等業務かどうかを判断できない場合があります。このため、提出された様式の記載内容と

奈良県が保有する資料における成績評定点等とが一致しない場合は、落札候補者に対して連
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絡、確認を行い、必要に応じ様式７及び添付資料の再提出又は追加提出を求める場合があり

ます。この場合において（８）ウの規定は適用しません。 

（７）技術提案書（事後）に記載した配置予定技術者を変更、追加することはできません。受託

業者となった際も、これ以外の者をテクリス登録することはできません。 

 （８）その他 

ア 提出された技術提案書（事後）及びその添付書類（以下「技術提案書等（事後）」といい

ます。）は、内容の審査以外に提出者に無断で使用しません。 

  イ 提出された技術提案書等（事後）は、返却しません。 

  ウ 提出された技術提案書等（事後）の内容について、疑義がある場合は、必要に応じ技術

提案書等（事後）の記載事項に関するヒアリングを行うことがあります。また、その結果、

差し替えは認めませんが、補足の資料提出を求めることがあります。 

 

６ 競争入札参加資格の確認 

 （１）競争入札参加資格確認申請書等の提出について 

開札後、落札候補者及び入札公告第１の６で示す調査基準価格の１１０分の１００に相当

する金額（以下「調査基準比較価格」といいます。）を下回る価格で入札を行った者は、競

争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格確認資料（以下「競争入札参加資格確認申

請書等」といいます。）を次の表により提出し、競争入札参加資格があることの確認を受け

なければなりません。 

対象書類 ・競争入札参加資格確認申請書（様式Ｓ１） 

・業務実績報告書（様式Ｓ２） 

 （必要に応じて、業務履行証明書（様式Ｓ２－２）） 

・配置予定技術者の資格等に関する報告書（様式Ｓ６－１、Ｓ６－２） 

上記様式に添付すべき書類の写し 

提出方法 持参 

提出先 入札公告第３に記載のとおり 

作成・提出に 

係る費用 

申請者負担 

 

  （２）競争入札参加資格確認申請書等の作成等 

競争入札参加資格確認申請書等は、下記アからウのとおりとし、次に従い作成してくださ

い。 

ア 競争入札参加資格確認申請書（様式Ｓ１） 

    入札公告第２の１に掲げる資格について、建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月

１５日号外建設省告示第７１７号。以下同じ。）第２条に基づく登録年月日及び登録番号、

奈良県建設工事等競争入札参加資格の登録部門を様式Ｓ１に記載し、同規程第７条の規定に

よる現況報告書（直近のもので地方整備局の受付印を押印したもの）の表紙の写しを添付し

てください。 

イ 配置予定技術者の資格等に関する報告書（様式Ｓ６－１、様式Ｓ６－２） 

    入札公告第２の４に掲げる資格等があることを示す書面を様式Ｓ６－１及び様式Ｓ６－２

により作成してください。その内容を確認できる書類として、資格等を証する書面の写し及

び直接的な雇用関係を証明する書類を添付してください。ただし、照査技術者について再委

託する場合は、再委託先との雇用関係にあることを証明する書面を添付してください。 

なお、管理技術者については、競争入札参加資格確認申請書の提出の日以前に３か月以上

の雇用関係（代表者可）にある者でなければなりません。 
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また、様式Ｓ６－１及び様式Ｓ６－２で提出する配置予定技術者は、技術提案書様式４、

様式５及び様式６で提出する配置予定技術者と同一の技術者でなければなりません。 

（３）競争入札参加資格確認申請書等の作成説明会 

 実施しません。 

（４）競争入札参加資格の確認は、開札後に落札候補者及び調査基準価格を下回る価格で入札を

行った者に対して行うものとします。ただし、競争入札参加資格要件のうち、入札参加停止

の有無、奈良県建設工事等競争入札参加資格の登録及び入札参加者の所在地に関する条件に

ついては、入札参加申込書の提出時においても確認を行うものとします。 

（５）その他 

ア 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無

断で使用しません。 

イ 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、返却しません。 

ウ 提出された競争入札参加資格確認申請書等の提出期限（追加指示した場合等で別途提出期

限を定めた場合は、その期限）以降における差し替え、追加及び再提出は認めません。期限

までに提出されない場合は失格となるほか、入札参加停止を受けることがあります。 

 

７  入札の手続 

（１）入札書は、業務委託費内訳書を記載、添付の上、書留郵便により提出してください。 

（２）入札者は、所定の入札書（様式１）、積算内訳書（様式２）を作成し、封をした上、期日

までに所定の場所に書留郵便してください。 

※二重封筒とし、表封筒に＜開札日＞、＜業務名＞、及び「入札書在中」を朱書きするとと

もに、中封筒に入札書及び積算内訳書を入れ、封印等の処理をしてください。 

（３）自己申告評価点（技術点合計（配置予定技術者・企業の経験及び能力等））を書留郵便に

より提出してください。 

なお、自己申告評価点は、技術提案書様式３－１の自己申告評価点算出欄の自己採点に

より算出してください。 

また、提出した自己申告評価点を正しい数値と仮定して評価値を算定します。 

※事前に開封しますので、入札書等とは別の封筒で提出してください。 

（４）入札は、総計金額で行います。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１

１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。 

（５）入札参加申込書を提出した後、入札を希望しない場合には、入札辞退届を提出して入札を

辞退することができます。 

 なお、入札書受付締切日時までに入札書の提出がなく、辞退届の提出もない場合は、入札

書受付締切日時を経過した時をもって辞退したものとみなします。 

（６）入札執行回数は、１回とします。 

 

８ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とします。また、無効の入札を行った者を落札者として

いた場合には、落札決定を取り消します。 

（１）入札公告第２に定める競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札 

（２）技術提案書が適正でない者の行った入札 



 
-6- 

（３）競争入札参加資格確認申請書等又は技術提案書等に虚偽の記載をした者の行った入札 

（４）奈良県契約規則（昭和３９年５月奈良県規則第１４号）第７条に該当する入札及び入札に

関する条件に違反した入札 

（５）本県により競争入札参加資格のある旨を確認された者であっても、開札の日までの間にお

いて入札参加停止又は参入制限を受けた者等、開札時点において入札公告第２に定める入札

に参加する者に必要な資格のない者の行った入札 

                 

９ 落札者の決定方法等 

（１）予定価格の制限の範囲内である者のうち、入札公告第７の１に定める方法により得られた

評価値の最も高い者を落札者とします。評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじに

より落札者を決定します。くじを辞退することはできません。当該入札者本人又はくじ引き

について本人から委任を受けた者が会場にいない場合は、入札執行事務に関係のない職員が

代わりにくじを引きます。 

 ただし、落札者の決定については、一時保留し、技術提案書等（事後）の確認及び競争入

札参加資格の確認を行った上で落札者を決定します。落札者の決定後、入札参加者に対し、

入札結果を閲覧に供します。 

（２）落札者となるべき者の入札価格が、調査基準比較価格を下回る場合は、落札者の決定を保

留し、その価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか

を調査し、その結果によっては落札者とならない場合があります。 

（３）調査基準比較価格を下回る価格で入札を行った者は、奈良県県土マネジメント部低入札価

格調査制度（建設コンサルタント業務等）に係る取扱要領に規定する書類を開札の日の翌日

（その日が県の休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い県の休日でない

日）の午前９時から正午までの間に次の提出先へ持参するとともに、契約審査会が行う聞き

取り調査に応じなければなりません。 

 なお、書類が提出されない場合及び聞き取り調査に応じず、又は協力しない場合は、失格

となるほか、入札参加停止を受けることがあります。 

提出先：奈良市登大路町３０番地 

奈良県福祉保険部医療政策局病院マネジメント課整備支援係 

  

１０ 業務委託費内訳書に関する事項 

（１）業務委託費内訳書は、レベル１の工事区分、レベル２の工種、レベル３の種別ごとに金額

を明示し、業務番号、業務名、業務場所並びに商号又は名称及び所在地を記載することが必

要です。誤脱・未記入がある場合は「入札書における失格・無効基準」の取扱いに準じます。

また、添付もれの場合は失格となります。 

（２）業務委託費内訳書は、契約上の権利義務を生じさせるものではありませんが、下記ア～オ

に該当する場合の入札書は失格となりますので、間違いのないように作成してください。 

  ア 業務委託費内訳書を提出しない場合 

イ 業務委託費内訳書の「業務価格（入札書記載金額）」欄に記載される金額が「入札書」に

記載される金額と一致していない場合 

  ウ 業務委託費内訳書における項目の計及び合計の計算が間違っている場合 

  エ 業務委託費内訳書において仕様書に示された項目の金額を記載していない場合 

オ その他記載内容に不備がある場合 

 

１１ 調査基準比較価格を下回る価格で入札を行った者と契約する場合の取扱い 
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（１）調査基準比較価格を下回る価格で入札を行った者で契約者となったものは、発注者が行う

調査及び資料の提出に応じなければなりません。 

（２）調査基準比較価格を下回る入札を行った者で契約者となったものは、各照査段階完了時に

受注者の負担により、発注者の承諾を受けた受注者と同程度の企業規模の他の奈良県建設工

事等競争入札参加資格を有する者の照査を受けて納入しなければならないものとします。た

だし、設計図書により照査の実施を定めていない業務については、対象外とします。 

（３）調査基準比較価格を下回る入札を行った者で契約者となったものは、業務完了後に業務コ

スト調査を行うものとします。業務コスト調査に係る資料は、業務完了後９０日以内に提出

するものします。 

（４）調査基準比較価格を下回る入札を行った者と契約した後、虚偽の資料提出又は説明を行っ

たことが明らかになった場合は、入札参加停止措置等をとる場合があります。 

（５）調査基準比較価格を下回る入札を行った者と契約した後、本調査で提出された資料等を調

査職員に引き継ぐとともに、仕様書で定められた業務計画書（補償関係コンサルタント業務

にあっては、業務工程表。以下同じ）の内容のヒアリングを行うこととし、業務計画書の記

載内容が本調査の内容と異なる場合は、その理由等について確認を行うこととします。 

（６）調査基準比較価格を下回る価格で入札を行った者と契約する場合においては、入札公告第

１の４に定める業務期間の始期（着手日）が変更となることがあります。 

 

１２  契約書作成の要否等 

要します。落札者は、奈良県契約規則第１７条第１項の規定に基づき、落札決定後遅滞なく契

約を締結するものとします。 

なお、本件は電子契約の対象です。電子契約を希望する場合は、落札決定後速やかに「電子契

約同意書兼メールアドレス確認書」を１５に記載の提出先に電子メールで提出してください。 

 

１３ 契約の不締結 

落札決定後、契約締結までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受け

ている場合は、契約を締結しません。 

 

１４ 技術者の配置 

  落札者は６の（２）のイに定める資料に記載した配置予定技術者をこの業務に配置するものと

します。 

  業務の実施にあたって、配置予定技術者を変更できるのは、死亡、傷病、出産、育児、介護又

は退職等の特別な理由により、同等以上の技術者に変更する場合に限ります。また、変更にあ

たっては、変更を必要とする理由及び変更後の技術者について発注者が求める資料を提出し、了

解を得なければなりません。ただし、調査基準比較価格を下回る入札を行った者で契約者となっ

たものは、業務の履行中に、配置予定管理技術者が業務の履行を継続するのが不適当と認められ

る場合には、配置予定管理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求

を行う場合があります。 

また調査基準比較価格を下回る入札価格で契約に至った場合、受注者が現地における作業を

行っている期間中、配置予定管理技術者は、現場に常駐しなければなりません。ただし、真にや

むを得ない理由により常駐ができない期間が生じる場合については、事前に調査職員（測量業務、

地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務にあっては、監督職員。以下同じ）の承諾を得る

必要があります。配置予定管理技術者は、現場常駐の履行が確認できる写真（現地作業を行った

日について全て）を成果品とともに提出しなければなりません。 
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１５  関連情報を入手するための照会窓口 

〒６３０－８５０１ 

奈良県奈良市登大路町３０番地 

奈良県 福祉保険部 医療政策局 病院マネジメント課 整備支援係 
電話：０７４２－２７―８６８２（直通） 
メール：hpmana@office.pref.nara.lg.jp 

 

 


